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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成24年7月19日(2012.7.19)

【公表番号】特表2011-524560(P2011-524560A)
【公表日】平成23年9月1日(2011.9.1)
【年通号数】公開・登録公報2011-035
【出願番号】特願2011-507464(P2011-507464)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  30/02     (2012.01)
   Ｇ０６Ｑ  10/00     (2012.01)
   Ｇ０６Ｆ  17/30     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ３２６　
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １５０　
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ５０６　
   Ｇ０６Ｆ  17/30    １１０Ｇ
   Ｇ０６Ｆ  17/30    １７０Ｚ
   Ｇ０６Ｆ  17/30    ３４０Ａ
   Ｇ０６Ｆ  13/00    ５４０Ｐ
   Ｇ０９Ｆ  19/00    　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｆ  13/00    ５４０Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成24年5月31日(2012.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末遠隔通信装置であって、ユーザにコンテンツを表示するディスプレイと、前記
ユーザからの入力を収集する１以上の入力装置と、サーバシステムと通信し、前記ユーザ
に注目対象広告を提示するよう適合させプログラミングした１以上のプロセッサであって
、前記サーバシステムが記憶し、前記携帯端末遠隔通信装置から先に収集した利用統計に
少なくとも一部基づき、前記広告を注目対象とするプロセッサとを備える、装置。
【請求項２】
　前記携帯端末遠隔通信装置は、前記サーバシステムとは間欠的にしか通信せず、前記１
以上のプロセッサを、前記携帯端末遠隔通信装置が前記サーバシステムと通信状態にない
ときを含め、折に触れ前記利用統計を収集するようプログラミングした、請求項１に記載
の装置。
【請求項３】
　前記広告を、前記装置の地理学上のロケーションと日時と前記ユーザの人口動態情報と
からなるグループから選択される１以上の規範に基づき注目対象とする、請求項１に記載
の装置。
【請求項４】
　前記プロセッサをさらに、前記携帯端末遠隔通信装置から収集した利用統計をＳＭＳ技
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術を用いて前記サーバシステムへ送信するよう適合させプログラミングした、請求項１に
記載の装置。
【請求項５】
　前記利用統計は、広告の再生回数、再生／停止事象、ユーザの広告クリック、コンテン
ツ細目または広告の一部のユーザによる前方スキップおよび／または後方スキップ、コン
テンツ細目に対するユーザの投票、コンテンツ細目または広告に関連する調査に対する所
定の応答を伴ったユーザの応答、前記ユーザによる完全な調査のスキップ、コンテンツ細
目のその全体提示、前記ユーザのアプリケーションおよび／またはコンテンツの転送行為
とからなるグループから選択された１以上の種別の事象を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記１以上のプロセッサを、サーバシステムから携帯端末装置識別子を受信できるよう
にし、前記識別子に関連する前記収集した利用統計を前記サーバシステムへ送信できるよ
う前記サーバシステムと通信するよう、さらに適合させプログラミングした、請求項１に
記載の装置。
【請求項７】
　利用統計を収集し注目対象の広告を推奨するサーバシステムであって、複数の携帯端末
遠隔通信装置から利用統計を受信し、前記利用統計を分析し、そこから前記携帯端末遠隔
通信装置のユーザに向け注目対象の広告に対する推奨を生成するよう適合させプログラミ
ングした１以上のプロセッサを備え、前記１以上のプロセッサが、前記ユーザのアプリケ
ーションおよび／またはコンテンツ利用行為を追跡することで前記ユーザの選好性に関す
る推定を自動的に行ない、前記ユーザの選好性に一部基づき、ユーザに製品および／また
はサービスを推奨する、サーバシステム。
【請求項８】
　前記広告を、前記携帯端末遠隔通信装置の地理学上のロケーションと日時と前記ユーザ
の人口動態情報とからなるグループから選択される１以上の規範に基づき注目対象とする
、請求項７に記載のサーバシステム。
【請求項９】
　前記利用統計は、広告の再生回数、再生／停止事象、ユーザの広告クリック、コンテン
ツ細目または広告の一部のユーザによる前方スキップおよび／または後方スキップ、コン
テンツ細目に対するユーザの投票、コンテンツ細目または広告に関連する調査に対する所
定の応答を伴ったユーザの応答、前記ユーザによる完全な調査のスキップ、コンテンツ細
目のその全体提示、前記ユーザのアプリケーションおよび／またはコンテンツの転送行為
とからなるグループから選択された１以上の種別の事象を含む、請求項７に記載のサーバ
システム。
【請求項１０】
　前記１以上のプロセッサを、携帯端末装置識別子を第１の携帯端末遠隔通信装置へ送信
し、前記携帯端末装置識別子と前記受信した利用統計との関連性に少なくとも一部基づき
、受信した利用統計が前記第１の携帯端末遠隔通信装置に由来することを検証するよう、
さらに適合させプログラミングした、請求項７に記載のサーバシステム。
【請求項１１】
　前記携帯端末遠隔通信装置は前記サーバシステムと断続的にしか通信しない、請求項７
に記載のサーバシステム。
【請求項１２】
　携帯端末遠隔通信装置のユーザに注目対象広告を提示する方法であって、前記携帯端末
遠隔通信装置から利用統計を収集するステップと、前記利用統計をサーバシステムへ送信
するステップと、前記サーバシステムから推奨注目対象広告を受信するステップであって
、前記収集した利用統計に少なくとも一部基づき前記広告を推奨するステップと、前記携
帯端末遠隔通信装置を介して前記ユーザに１以上の推奨注目対象広告を提示するステップ
とを含む、方法。
【請求項１３】
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　前記携帯端末遠隔通信装置は、前記サーバシステムとは間欠的にしか通信せず、前記携
帯端末遠隔通信装置が前記サーバシステムと通信状態にないときを含め、前記利用統計が
折に触れ収集される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記広告を、前記携帯端末遠隔通信装置の地理学上のロケーションと日時と前記ユーザ
の人口動態情報とからなるグループから選択される１以上の規範に基づき注目対象とする
、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記利用統計を、ＳＭＳ技術を用いて前記サーバシステムへ送信する、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１６】
　利用統計は、広告の再生回数、再生／停止事象、ユーザの広告クリック、コンテンツ細
目または広告の一部のユーザによる前方スキップおよび／または後方スキップ、コンテン
ツ細目に対するユーザの投票、コンテンツ細目または広告に関連する調査に対する所定の
応答を伴ったユーザの応答、前記ユーザによる完全な調査のスキップ、コンテンツ細目の
その全体提示、前記ユーザのアプリケーションおよび／またはコンテンツの転送行為とか
らなるグループから選択された１以上の種別の事象を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記サーバシステムから携帯端末装置識別子を受信するステップをさらに含み、前記利
用統計を前記サーバシステムが前記携帯端末遠隔通信装置に関連付けられるよう前記利用
統計を前記サーバシステムへ送信する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　携帯端末遠隔通信装置のユーザに注目対象広告を推奨する方法であって、前記携帯端末
遠隔通信装置から収集される利用統計を受信するステップと、前記ユーザのアプリケーシ
ョンおよび／またはコンテンツ利用行為を追跡することで、前記ユーザの選好性に関し推
定を行なうステップと、前記ユーザの選好性に一部基づき、前記携帯端末遠隔通信装置の
ユーザに向け注目対象広告の推奨を生成するステップと、１以上の前記携帯端末遠隔通信
装置に前記推奨を送信するステップとを含む、方法。
【請求項１９】
　前記推奨はさらに、前記携帯端末遠隔通信装置の地理学上のロケーションと日時と前記
ユーザの人口動態情報とからなるグループから選択される１以上の規範に少なくとも一部
基づく、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記利用統計は、広告の再生回数、再生／停止事象、ユーザの広告クリック、コンテン
ツ細目または広告の一部のユーザによる前方スキップおよび／または後方スキップ、コン
テンツ細目に対するユーザの投票、コンテンツ細目または広告に関連する調査に対する所
定の応答を伴ったユーザの応答、前記ユーザによる完全な調査のスキップ、コンテンツ細
目のその全体提示、前記ユーザのアプリケーションおよび／またはコンテンツの転送行為
とからなるグループから選択された１以上の種別の事象を含む、請求項１８に記載の方法
。
【請求項２１】
　携帯端末装置識別子を第１の携帯端末遠隔通信装置へ送信するステップと、前記携帯端
末装置識別子と幾つかの受信した前記利用統計との関連性に少なくとも一部基づき、幾つ
かの受信した利用統計が前記第１の携帯端末遠隔通信装置に由来することを検証するステ
ップとをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記携帯端末遠隔通信装置はサーバシステムと断続的にしか通信しない、請求項１８に
記載の方法。
【請求項２３】
　利用統計を収集し注目対象広告を推奨する目的で、携帯端末遠隔通信装置を識別する方
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法であって、前記携帯端末遠隔通信装置から利用統計を収集するステップと、サーバシス
テムから携帯端末装置識別子を受信するステップと、サーバシステムが前記利用統計に前
記携帯端末遠隔通信装置を関連付けることができるよう、前記サーバシステムに前記利用
統計を送信するステップと、前記サーバシステムから推奨注目対象広告を受信するステッ
プであって、前記送信された利用統計に少なくとも一部基づき前記広告を注目対象とする
ステップとを含む、方法。
【請求項２４】
　前記携帯端末遠隔通信装置は前記サーバシステムと断続的にしか通信しない、請求項２
３に記載の方法。
【請求項２５】
　非公開鍵を用いて前記利用統計に署名するステップをさらに含む、請求項２３に記載の
方法。
【請求項２６】
　前記利用統計の送信に関し、前記サーバシステムと折衝するステップをさらに含む、請
求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記携帯端末装置識別子が信頼の置けるソースから受信されたことを検証するステップ
をさらに含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記携帯端末装置識別子を、前記携帯端末遠隔通信装置と前記サーバシステムとの間の
３回以下の交換ステップを用いて取得する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　利用統計を収集し、注目対象広告を推奨する目的で携帯端末遠隔通信装置を識別する方
法であって、サーバシステムから前記携帯端末遠隔通信装置へ携帯端末装置識別子を送信
するステップと、前記携帯端末遠隔通信装置から利用統計を受信するステップと、前記携
帯端末装置識別子と前記受信した利用統計の関連性に少なくとも一部基づき、前記受信し
た利用統計が前記携帯端末遠隔通信装置に由来することを検証するステップとを含む、方
法。
【請求項３０】
　前記携帯端末遠隔通信装置は、前記サーバシステムと間欠的にしか通信しない、請求項
２９に記載の方法。
【請求項３１】
　ユーザのアプリケーションおよび／またはコンテンツ利用行為を追跡することで、複数
の携帯端末遠隔通信装置ユーザの関連性に関する推定を行なうステップと、前記ユーザの
関連性に一部基づき、前記携帯端末遠隔通信装置の前記ユーザに向け注目対象広告の推奨
を生成するステップと、１以上の前記携帯端末遠隔通信装置へ前記推奨の内容を送信する
ステップとをさらに含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記携帯端末装置識別子を、前記携帯端末遠隔通信装置と前記サーバシステムとの間の
３回以下の交換ステップを用いて前記携帯端末遠隔通信装置が取得する、請求項２９に記
載の方法。
【請求項３３】
　携帯端末遠隔通信装置であって、ユーザに対しコンテンツを表示するディスプレイと、
前記ユーザからの入力を収集する１以上の入力装置と、携帯端末装置識別子がサーバシス
テムから受信でき、かつ前記携帯端末装置識別子に関連する収集された利用統計が前記サ
ーバシステムへ送信できるよう、前記サーバシステムと通信するよう適合させプログラミ
ングした１以上のプロセッサとを備える、携帯端末遠隔通信装置。
【請求項３４】
　前記携帯端末遠隔通信装置は、前記サーバシステムと間欠的にしか通信しない、請求項
３３に記載の装置。
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【請求項３５】
　前記１以上のプロセッサを、非公開鍵を用いて前記利用統計に署名すべくさらに適合さ
せプログラミングした、請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記１以上のプロセッサを、前記利用統計の送信に関連して前記サーバシステムと折衝
するようさらに適合させプログラミングした、請求項３３に記載の装置。
【請求項３７】
　携帯端末遠隔通信装置から利用統計を収集するサーバシステムであって、携帯端末遠隔
通信装置へ携帯端末装置識別子を送信し、前記携帯端末遠隔通信装置から利用統計を受信
し、前記携帯端末装置識別子と前記受信した利用統計との関連性に少なくとも一部基づき
、前記受信した利用統計が前記携帯端末遠隔通信装置に由来することを検証するよう、適
合させプログラミングした１以上のプロセッサを備える、サーバシステム。
【請求項３８】
　前記１以上のプロセッサを、ユーザのアプリケーションおよび／またはコンテンツ利用
行為を追跡することで複数の携帯端末遠隔通信装置ユーザの関連性に関する推定を行ない
、前記ユーザの関連性に一部基づき前記携帯端末遠隔通信装置の前記ユーザに向けて注目
対象の広告の推奨を生成し、１以上の前記携帯端末遠隔通信装置へ前記推奨を送信するよ
う、さらに適合させプログラミングした、請求項３７に記載のサーバシステム。
【請求項３９】
　前記広告を、前記携帯端末遠隔通信装置の地理学上のロケーションと日時と前記ユーザ
の人口動態情報とからなるグループから選択される１以上の規範に一部基づき注目対象と
する、請求項３８に記載のサーバシステム。
【請求項４０】
　前記携帯端末装置識別子を、前記携帯端末遠隔通信装置と前記サーバシステムとの間の
３回以下の交換ステップを用いて前記携帯端末遠隔通信装置により取得する、請求項３７
に記載のサーバシステム。
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